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平成 23 年 5 月 10 日 

 

東日本大震災に関する要望 

 

財団法人 日本消防協会 

 

 

 本年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、我が国史上最大規模の

地震であり、太平洋沿岸を中心に大津波等による死者行方不明者が 

約 2 万 5 千人（5 月 9 日現在）に上るなど、戦後最大の被害をもた

らした。また、原子力発電所事故は未だ収束に向けての対策が実施

されている過程であり、余震も連続発生し、不自由な避難生活がつ

づくなど被災地はうちつづく不安の中にある。 

 そのようななか、消防団員は、自ら被災した者も多い中で、旺盛

な使命感のもと、地震発生直後から、地域住民の避難誘導、捜索・

救助、消火、避難生活の支援等広範囲にわたり、日夜懸命の活動を

続けてきたが、水門閉鎖や避難誘導の際津波に巻き込まれるなど、

これまでにない、極めて多数の消防団員が殉職した。痛惜極まりな

く、筆舌に尽くしがたい思いである。 

郷土愛護の精神のもと職に殉じられた消防団員については、その

ご遺志に報いるためにも、ご遺族の生活支援についてはできる限り
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の措置が必要である。 

 さらに、消防団の詰所や消防車両等が流出、損壊するなど消防体

制に大きな傷跡を残しており、地域の安全確保のため、施設設備の

早急な整備を行うなど消防体制の再構築が必要である。 

 また、地震、津波、原子力発電所の事故により、地域の生活・産

業基盤が壊滅的な被害を受け、さらに風評被害も加わって、消防団

員自らの生活基盤がおびやかされており、そのため消防団活動にも

大きな支障が出ることが危惧されている。このような点からも、安

心して暮らせる地域への復興、再生が一刻も早く実現されなければ

ならない。 

 以上のほか、地域防災の強化などを含め、次の事項についてすみ

やかに積極的な対策を講じられるよう要望する。 

記 

 １ 今回の災害において殉職し、あるいは負傷した消防団員、消 

防職員及びそのご遺族に対し、公務災害補償をはじめ、賞じゅ 

つ金の交付、子弟の就学支援など生活全般にわたりできるかぎ 

りの支援措置を講じること 

 ２ 損壊した消防庁舎、消防団詰所、車両、資機材等の消防施設 

設備について早急に整備することができるよう必要な措置を講 
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じること。その場合は、単に旧に復するだけでなく、消防団員、 

職員の安全確保を含め、必要な改善措置を講じること。併せて 

消防団員のメンタルケア等、被災地の消防団が今後も十分な消 

防活動を継続することができるよう必要な措置を講じること 

 ３ 被災地域の生活・産業基盤を早期に復旧・復興すること。原 

子力発電所の事故については、できる限り早期に収束させると 

ともに、産業再生対策、風評被害対策に万全を期すること。ま 

た、これらを通じて被災地域住民ひとりひとりのすみやかな生 

活再建を実現すること 

 ４ 今回の災害を機に、特に地震津波対策については、従来の災 

害想定を抜本的に見直し、安全な地域づくりの総合的な展開、 

津波等の際の適切な住民避難の実施など、防災関係施策の全般 

的見直しを行い、必要な事業をすみやかに実施すること 

 ５ 大災害時の消防団の活動の重要性があらためて認識させられ 

たことを踏まえ、今後の消防団に期待される役割に即応した救 

助等を含む資機材の整備、デジタル化に対応した通信体制の整 

備、教育訓練体制の充実などを強力に推進するとともに、消防 

団員の処遇改善、消防団員雇用事業所対策の充実などにより団 

員確保対策を一層強化すること 


